
～聞こえない人の暮らし～
聞こえないことで何か起こる？

はじめに

１．東京出身 今は仕事で山梨に住む

２．３歳の時、病気で聴力を失う

３．２年前定年退職。精密機械の研究開発設計の仕

事

４．職業は聴覚に障害があると、職場で雇われて働

くことが難しい、大学の授業の情報保障等多くの課

題があった。

５．３６万人が聴覚障害者 わかりにくい障害

６．聴覚障害者と出会い、話したことは？

７．手話奉仕員講習会、登録手話通訳者・手話通訳

士養成で増えるが、まだ足りない状況 2



ろう者の暮らしの変移

１．長年、きこえの壁、ことばの壁、こころの壁

２．長年のろう運動、ろう者に対する正しい

理解の促進、手話通訳による情報保障制度の確立

３．情報アクセスでライフスタイルを変える

４．聞こえる人の社会インフラと同じにする

５．社会的障壁の除去と社会モデルの確立

６．２００６年の障害者権利条約、国連で採択された

障害者権利条約で手話が言語であると明記。そして日

本では2011 年の障害者基本法の改正で「言語（手話

を含む）」と明記。

７．２０１６年の障害者差別解消法

手話は

１．手話は日常生活から生まれた言語

２．日本語や英語と同じように、ひとつの言語。

２．聞こえる人は赤ちゃんの時から周囲からの話し

かけられるが、聞こえない赤ちゃんは出来ない。

３．聞こえないで手話を使う人はろう者というが、

ろう者同士のコミュニケーション手段は手話、日本

語でのコミュニケーションが難しい立場、外国人と

同じ状況

４．手話は日本語とは違う言語、文法、語順も違う、

ろう者にとっての母語は日本語でなく手話



手話通訳

１．聞こえる人の声を手話に、聞こえない人の手
話を声に変え、聞こえない人と聞こえる人とのコ
ミュニケーションを支援するのが手話通訳者。

２．①病院での診察 ②役所での手続き ③学校
や保育園の保護者会 ④会社の面接など、

３．多くの手話通訳者は別に仕事をもちながら、
休みの日や夜に手話通訳活動をしている。昼間に
活動できる通訳者はまだ少ない

４．法律に手話が言語と規定された今、聞こえな
い人の暮らしの中のあらゆる場面で、手話通訳者
が聞こえない人と聞こえる人のコミュニケーショ
ン支援を行えるよう、手話通訳者を増やし、その
身分などを充実していく。

言語的コミュニケーションが大切

★言語の機能
①感情機能 ②知覚機能 ③思考機能
わかりやすく言えば

• 分かり合う（分かち合う）が基本

①人間関係をつくる：会話やあいさつ

②情報を伝達する：説明や報告

③協力してもらう：依頼や説得

④受容・共感：励ましや慰め



障害者権利条約の思想
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◎障害者権利条約は「医学モデル」を
排し、「社会モデル」を採⽤

◎この「社会モデル」は、あらゆる社
会的、⽂化的、⾔語的、制度的に障壁
となるものを排除する考えである

ろう者の手話に対する考え方の変移

治療・病理的
な視点
ろう者個人がコ
ミュニケの困難
を抱える

手話は不要
補聴器・発
音訓練

多様な社会の
視点
人間の生来的な能
力は平等，個人の
生き方の尊重

手話は必要
通訳等によ
るコミ保障

人権の視点
人権自己決定の
尊重

手話を使
う権利の
法的位置
づけ

2000年以降1980年以降1980年以前

医療 福祉 人間



今までの考え方を変える

現在の考え方

①医学モデル

②恩恵・保護的な
分離・収容

③福祉サービスの
対象者

新しい考え方

①社会モデル

②インクルージョ
ン地域で自立する
ための支援、自己
選択・自己決定

③権利の主体的な
行使者
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障害の社会的障壁と社会モデル

＜定義 社会的障壁＞

① 事物：階段しかない駅、音声のみの案内放

送等

② 制度 ：障害者欠格条項、口頭のみの面接

試験等

③ 慣行 ：「部外者」を理由にした手話通訳

同席拒否、電話番号だけの連絡先案内等

④ 観念：グループホームへの反対運動等

⑤ その他一切のもの：電話リレーサービスの

未確立等



障害者差別解消法後
「良く変わったこと、困っていること」

＜良く変わったこと＞

１．県議会、市町村議会、各行政課、各団体等で独自に手話通訳予

算を付けて情報保障をするところが増えた。

２．合理的配慮の立場から、通訳を付ける行事や講演会などが増え

た。

＜変化が見られない＞

１．障害者差別解消法が施行されても、職場、役所の窓口（受付）
などの意思疎通支援に対する変化が見えない。

＜対応しきれない（困っていること）＞

１．手話講師や手話通訳者、要約筆記者など人材が慢性的に不足し
ており依頼件数の急増による派遣そのものが追いつかなくなる。

２．通訳者不足で対応しきれない状況。
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障害者差別解消法に関する課題

①一番大切なことは合理的配慮に関する課題の
解決、連絡協議会とか行政体制の整備、市民に
対する意識啓発

②差別解消についての議論を重ねて市民的合意
を目指す。

③過重な負担を判断するとき、費用や負担の程
度をどう決めるか

④人様に迷惑をかけてはいけないという生き方
を求められてきた障害者

⑤何を差別と捉えるか、どのような合理的配慮
を求めるかはこれからの課題



聞こえない人が困っていること、悩んでいること

①労働の課題

②テレビの課題

③旅行の課題

④介護の課題

⑤教育の課題

⑥地域の課題

⑦スポーツの課
題

⑧買い物の課題

⑨車運転の課題

⑩家族の課題

⑪病院の課題

⑫学校の課題

⑬育児の課題

⑭研修の課題

⑮緊急連絡体制

⑯手話通訳者の
課題

⑰映画の課題

⑱交通の課題

⑲銀行の課題

⑳コンビニの課

題

㉑食堂の課題

㉒緊急通報・フ
リーダイヤルな
ど電話の課題

㉓通行人の課題

等多数あり

耳が聞こえないことで不便が・・

例えば

①電話帳にFAX番号がない。

②行政・金融機関・契約書類の書類、開催通知などの連絡
先が電話番号だけ

③住まいの市町村の放送は音声だけ

④エレベーターやコインパーキングのトラブル時の連絡方
法がない。

⑤電車やバスなどの音声の緊急放送が分からない。

⑥スーパーマーケット、デパートのタイムセールの知らせ
が分からない

⑦放送番組、邦画DVDに字幕がない

⑧音声だけのドライブスルーが使えない等
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手話がないと何か困る？

１．子どもや家族が急病のとき119 番に電話をか
けることができない。今は文字対応のネット１１９
があるが、細かく打てない

２．病院でも手話通訳者がいなければ、医師の話が
わからない

３．役所や銀行などの窓口で話が通じないために言
いたいことも言えない

４．聞こえる人には普通にできることが、聴覚障害
者はそうではない

５．会社の会議や学校での懇談会、自治会の集まり
でも、周りの人とコミュニケーションが取れない

６．聞こえない人は人一倍苦労しているが、職場や
地域で周囲の人たちと馴染めず孤立してしまいがち

国内法の整備が不可⽋

障害者権利条約批准のため国内法整備の必要性

第２条 ⼿話＝⾔語

第２１条 意思疎通
（⾃由とアクセス）

第２２条 意思疎通
（プライバシー）

第２４条 教育

2008年 発効

⽇本政府 批准
（総合⽀援法・差別解消法）

⽇本政府 署名

ろ
う
者
の
権
利
＝
⼿
話
の
使
⽤

第９条 ⼿話通訳

第３０条 ⽂化
（⼿話 ろう者⽂化）

手話
言語法 1
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手話使用の禁止
口話法と手話（例えば、教育問題）

しかし，⼝話法教育に問題があった！
（１）補聴器を使っても周囲との会話はでき
ない。
（２）⼝形だけでは理解できない。
（３）先⽣の話をほとんど理解できない。

ろう学校では，⻑い間，正しい⽇本語をろう児・⽣
徒に覚えさせるために⼝話法教育が⾏われた。

授業中は⼿話が禁⽌されていた。
校内ではろう児・⽣徒の会話が⼿話も
禁⽌

⼿話は必要

（１）ろう児が⼿話で⾃由にコミュニケーションがとれ
る
（２）先⽣の話をよく理解でき，周囲との会話がスムー
ズに出来る
（３）ろう児の発想⼒や表現⼒が向上しやすい

⼿話教育を導⼊すれば・・・



手話を
獲得する

手話で
学ぶ

手話を
学ぶ

・放送
・通信
・交通
・建物利用
・災害防災
・映像文化
・活字文化
・地域社会
・医療・保健
・介護
・教育・療育
・労働・雇用
・住居（住まい）
・相談
・スポーツ
・芸術
・政治参加
・司法

ろ
う
者
が
手
話
で
生
き
、
生
活
し
、

教
育
を
受
け
る
社
会
を
構
築
す
る

手話を
使う

手話を
守る

2019/9/30
1
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⼿話による共育、共⽣

手話言語法でどのように変わるか？

簡単にまとめると

今の制度では、ろう者が手話通訳を必要としても、
市役所・町村役場が必要か不必要かを決めている。

１．いつでも、どこでも、どんな内容でも手話通
訳者は派遣される。

２．聞こえる人がろう者と話したい時にも手話通
訳者は派遣される。

３．情報が確実に得られる。

４．コミュニケーションがスムーズになる。

５．聞こえる人は、ろう者の人柄に触れながら、
話すことができる。

６．手話は特別な言葉ではないことを理解してく
れる。
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ろう者・手話者間のビデオチャット

電話リレーサービス

遠隔手話サービス
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手話通訳制度の現状の課題（１）

１．制度が脆弱であること

【解決の方向性】

◎国において最低基準の設定を行う

◎義務的経費化を図る。

２．担い手の身分保障が不十分であること

【解決の方向性】

◎雇用された担い手が中心の制度とする

◎地方自治体の正職員として雇用する。

◎登録手話通訳者も含め、労働基準法第９条に

規定する労働者として位置づける。
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手話通訳制度の現状の課題（２）

３．生活支援の視点が
不十分であること

【解決の方向性】相談
支援業務については、
ろう者とコミュニケー
ションがとれることが
条件となります。

◎手話のできる者（ろ
う者を含む）

◎手話通訳のできる者
を業務の担い手として
位置づけることが必要
です。

４．利用者負担の懸念
があること

【解決の方向性】厚生
労働省通知のいわゆる
「モデル要綱」にみら
れるように利用者負担
を求めないことを制度
内で明記する必要があ
ります。

◎手話通訳の受益者は
全国民ですから税負担
で対応すべき事項です。
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最後に

１．聞こえないことを不幸と結びつけ
る

２．ろう者が通じないことを理解する。

３．ろう者の社会構造と違う

４．人間として豊かなコミュニケー
ション

５．基本的に間違った社会を変えてい
く


